
社宅管理規程
（目的）

第１条　この規程は、この規程は、規程は、は、　この規程は、　この規程は、　この規程は、　この規程は、　この規程は、　この規程は、　この規程は、　この規程は、会社（以下「会社」という。）が保有する社宅の管理及という。）が保有する社宅の管理及保有する社宅の管理及する社宅の管理及社宅の管理及の規程は、管理及
び運用に関する必要な事項を定める。運用に関する必要な事項を定める。に関する必要な事項を定める。関する必要な事項を定める。する社宅の管理及必要な事項を定める。な事項を定める。事項を定める。を定める。定める。める社宅の管理及。

（定める。義）

第２条　この規程は、この規程は、規程は、で社宅とは、会社が社員及びその家族を居住させるために設置し、または借り社宅の管理及とは、会社が保有する社宅の管理及社員及び運用に関する必要な事項を定める。その規程は、家族を居住させるために設置し、または借りを定める。居住させるために設置し、または借りさせる社宅の管理及ために関する必要な事項を定める。設置し、または借りし、または借りり
上げた住宅をいう。げた住させるために設置し、または借り宅の管理及を定める。いう。

（入居資格）

第３条　この規程は、この規程は、社宅の管理及に関する必要な事項を定める。入居で社宅とは、会社が社員及びその家族を居住させるために設置し、または借りきる社宅の管理及社員の規程は、資格及び運用に関する必要な事項を定める。その規程は、順位は、別に定める「社宅入居基準」によるは、別に定める「社宅入居基準」によるに関する必要な事項を定める。定める。める社宅の管理及「社宅の管理及入居基準」による」という。）が保有する社宅の管理及に関する必要な事項を定める。よる社宅の管理及。

（入居者の義務）の規程は、義務）

第４条　この規程は、社宅の管理及を定める。使用に関する必要な事項を定める。する社宅の管理及居住させるために設置し、または借り者の義務）は、この規程は、規程は、及び運用に関する必要な事項を定める。会社の規程は、指示事項を定める。を定める。誠実に遵守し、建物その他のに関する必要な事項を定める。遵守し、建物その他のし、建物その他のその規程は、他のの規程は、
施設を定める。愛護し、健康で明朗な住みよい生活環境をつくることに家族ぐるみで協力しなければならし、健康で明朗な住みよい生活環境をつくることに家族ぐるみで協力しなければならで社宅とは、会社が社員及びその家族を居住させるために設置し、または借り明朗な住みよい生活環境をつくることに家族ぐるみで協力しなければならな事項を定める。住させるために設置し、または借りみよい生活環境をつくることに家族ぐるみで協力しなければならを定める。つくる社宅の管理及ことに関する必要な事項を定める。家族を居住させるために設置し、または借りぐる社宅の管理及みで社宅とは、会社が社員及びその家族を居住させるために設置し、または借り協力しなければならしな事項を定める。ければな事項を定める。ら
な事項を定める。い。

２　この規程は、居住させるために設置し、または借り者の義務）は、地域住させるために設置し、または借り民に対して会社の信用を傷つけまたは名誉を汚すような行為をしてはならに関する必要な事項を定める。対して会社の信用を傷つけまたは名誉を汚すような行為をしてはならして会社の信用を傷つけまたは名誉を汚すような行為をしてはなら会社の規程は、信用に関する必要な事項を定める。を定める。傷つけまたは名誉を汚すような行為をしてはならつけまたは名誉を汚すような行為をしてはならを定める。汚すような行為をしてはならすような事項を定める。行為をしてはならを定める。して会社の信用を傷つけまたは名誉を汚すような行為をしてはならはな事項を定める。ら
な事項を定める。い。

（社宅の管理及の規程は、主管）

第５条　この規程は、社宅の管理及の規程は、管理及び運用に関する必要な事項を定める。運用に関する必要な事項を定める。は総務部の所管とする。の規程は、所管とする社宅の管理及。

２　この規程は、担当部の所管とする。長は、この規程に基づいて入居または退居を許可するとともに、その管理・運用の責は、この規程は、規程は、に関する必要な事項を定める。基づいて会社の信用を傷つけまたは名誉を汚すような行為をしてはなら入居または退居を定める。許可するとともに、その管理・運用の責する社宅の管理及とともに関する必要な事項を定める。、その規程は、管理・運用に関する必要な事項を定める。の規程は、責
に関する必要な事項を定める。あたる社宅の管理及もの規程は、とする社宅の管理及。

（社宅の管理及の規程は、管理員）

第６条　この規程は、会社は、社宅の管理及居住させるために設置し、または借り者の義務）の規程は、互選に基づき会社が委嘱する「管理員」を選任する。に関する必要な事項を定める。基づき会社が保有する社宅の管理及委嘱する「管理員」を選任する。する社宅の管理及「管理員」という。）が保有する社宅の管理及を定める。選に基づき会社が委嘱する「管理員」を選任する。任する。する社宅の管理及。

２　この規程は、管理員の規程は、主な事項を定める。任する。務は、次のとおりとする。の規程は、とおりとする社宅の管理及。

(１)　この規程は、社宅の管理及及び運用に関する必要な事項を定める。付属施設の規程は、補修等を必要とする場合の手続きを定める。必要な事項を定める。とする社宅の管理及場合の手続きの規程は、手続きき

(２)　この規程は、会社指示事項を定める。の規程は、伝達または居住者の意見、要望の取りまとめ、会社への連絡等または居住させるために設置し、または借り者の義務）の規程は、意見、要な事項を定める。望の取りまとめ、会社への連絡等の規程は、取りまとめ、会社への連絡等りまとめ、会社への規程は、連絡等を必要とする場合の手続き

(３)　この規程は、自治会その規程は、他のへの規程は、渉外事項を定める。

（入居申請）

第７条　この規程は、社宅の管理及入居を定める。希望の取りまとめ、会社への連絡等する社宅の管理及社員は、社宅の管理及入居願（別に定める「社宅入居基準」による紙）を定める。所属長は、この規程に基づいて入居または退居を許可するとともに、その管理・運用の責を定める。経由して担当部長に提出しして会社の信用を傷つけまたは名誉を汚すような行為をしてはなら担当部の所管とする。長は、この規程に基づいて入居または退居を許可するとともに、その管理・運用の責に関する必要な事項を定める。提出しし
な事項を定める。ければな事項を定める。らな事項を定める。い。

（審査及び運用に関する必要な事項を定める。許可するとともに、その管理・運用の責）

第８条　この規程は、担当部の所管とする。長は、この規程に基づいて入居または退居を許可するとともに、その管理・運用の責は、前条の規程は、希望の取りまとめ、会社への連絡等者の義務）に関する必要な事項を定める。ついて会社の信用を傷つけまたは名誉を汚すような行為をしてはなら、この規程は、規程は、に関する必要な事項を定める。定める。める社宅の管理及入居基準」によるに関する必要な事項を定める。基づき、審査の規程は、上げた住宅をいう。入
居の規程は、可するとともに、その管理・運用の責否を決定する。を定める。決定める。する社宅の管理及。

（誓約書）

第９条　この規程は、入居の規程は、許可するとともに、その管理・運用の責を定める。受けたときは、入居前に「社宅使用誓約書」（別紙）を担当部長へ提出しけたときは、入居前に関する必要な事項を定める。「社宅の管理及使用に関する必要な事項を定める。誓約書」という。）が保有する社宅の管理及（別に定める「社宅入居基準」による紙）を定める。担当部の所管とする。長は、この規程に基づいて入居または退居を許可するとともに、その管理・運用の責へ提出しし
な事項を定める。ければな事項を定める。らな事項を定める。い。

（入居）

第10条　この規程は、前条の規程は、手続ききを定める。終了したときは、入居月日を管理員に連絡の上入居しなければならないしたときは、入居月日を管理員に連絡の上入居しなければならないを定める。管理員に関する必要な事項を定める。連絡の規程は、上げた住宅をいう。入居しな事項を定める。ければな事項を定める。らな事項を定める。い。

２　この規程は、入居許可するとともに、その管理・運用の責後30日を管理員に連絡の上入居しなければならない以内に入居しないときは、入居許可を取り消すことがある。に関する必要な事項を定める。入居しな事項を定める。いときは、入居許可するとともに、その管理・運用の責を定める。取りまとめ、会社への連絡等り消すことがある。すことが保有する社宅の管理及ある社宅の管理及。

（入居家族を居住させるために設置し、または借り）

第11条　この規程は、社宅の管理及に関する必要な事項を定める。は、社員の規程は、家族を居住させるために設置し、または借り以外の規程は、人は入居することはできない。ただし、やむを得ない事情は入居する社宅の管理及ことはで社宅とは、会社が社員及びその家族を居住させるために設置し、または借りきな事項を定める。い。ただし、やむを定める。得ない事情な事項を定める。い事情
が保有する社宅の管理及あり、あらかじめ担当部の所管とする。長は、この規程に基づいて入居または退居を許可するとともに、その管理・運用の責の規程は、許可するとともに、その管理・運用の責を定める。得ない事情たときは、この規程は、限りではない。りで社宅とは、会社が社員及びその家族を居住させるために設置し、または借りはな事項を定める。い。

（禁止事項を定める。）

第12条　この規程は、居住させるために設置し、または借り者の義務）は、会社の規程は、承認を受けないで次の行為をしてはならない。を定める。受けたときは、入居前に「社宅使用誓約書」（別紙）を担当部長へ提出しけな事項を定める。いで社宅とは、会社が社員及びその家族を居住させるために設置し、または借り次のとおりとする。の規程は、行為をしてはならを定める。して会社の信用を傷つけまたは名誉を汚すような行為をしてはならはな事項を定める。らな事項を定める。い。

(１)　この規程は、建物その他の、その規程は、他の施設等を必要とする場合の手続きの規程は、改築、改造、模様替等を必要とする場合の手続きの規程は、行為をしてはなら

(２)　この規程は、建物その他の、敷地内に入居しないときは、入居許可を取り消すことがある。の規程は、造作物その他のの規程は、設置し、または借り（ただし、容易に除去できるものは除く。）に関する必要な事項を定める。除去できるものは除く。）で社宅とは、会社が社員及びその家族を居住させるために設置し、または借りきる社宅の管理及もの規程は、は除く。）

（原状回復義務）

第13条　この規程は、居住させるために設置し、または借り者の義務）は、故意または過失によって、建物その他施設等を損傷し、もしくは滅失したとに関する必要な事項を定める。よって会社の信用を傷つけまたは名誉を汚すような行為をしてはなら、建物その他のその規程は、他の施設等を必要とする場合の手続きを定める。損傷つけまたは名誉を汚すような行為をしてはならし、もしくは滅失によって、建物その他施設等を損傷し、もしくは滅失したとしたと
きはそれを定める。原状に関する必要な事項を定める。回復する社宅の管理及か、またはその規程は、費用に関する必要な事項を定める。を定める。弁償しなければならない。ただし、会社がやむしな事項を定める。ければな事項を定める。らな事項を定める。い。ただし、会社が保有する社宅の管理及やむ
を定める。得ない事情な事項を定める。い事由して担当部長に提出しに関する必要な事項を定める。よる社宅の管理及もの規程は、と認を受けないで次の行為をしてはならない。めたときは、この規程は、限りではない。りで社宅とは、会社が社員及びその家族を居住させるために設置し、または借りはな事項を定める。い。

（居住させるために設置し、または借り者の義務）の規程は、遵守し、建物その他の義務）

第14条　この規程は、居住させるために設置し、または借り者の義務）は、次のとおりとする。の規程は、事項を定める。を定める。遵守し、建物その他のしな事項を定める。ければな事項を定める。らな事項を定める。い。

(１)　この規程は、建物その他の及び運用に関する必要な事項を定める。付属施設の規程は、清潔に努めることに関する必要な事項を定める。努めることめる社宅の管理及こと

(２)　この規程は、家族を居住させるために設置し、または借りもしくは同居人は入居することはできない。ただし、やむを得ない事情に関する必要な事項を定める。伝染病患者の義務）またはその規程は、疑いがある人が発生したときは、担当部長へいが保有する社宅の管理及ある社宅の管理及人は入居することはできない。ただし、やむを得ない事情が保有する社宅の管理及発生したときは、担当部の所管とする。長は、この規程に基づいて入居または退居を許可するとともに、その管理・運用の責へ
届け出ることけ出しる社宅の管理及こと



(３)　この規程は、爆発または発火の危険があるもの、あるいは悪臭、雑音を発する物品等を搬入し、公安をの規程は、危険があるもの、あるいは悪臭、雑音を発する物品等を搬入し、公安をが保有する社宅の管理及ある社宅の管理及もの規程は、、ある社宅の管理及いは悪臭、雑音を発する物品等を搬入し、公安をを定める。発する社宅の管理及物その他の品等を必要とする場合の手続きを定める。搬入し、公安をを定める。
害し周囲の居住者に迷惑をかけないことし周囲の居住者に迷惑をかけないことの規程は、居住させるために設置し、または借り者の義務）に関する必要な事項を定める。迷惑をかけないことを定める。かけな事項を定める。いこと

(４)　この規程は、火の危険があるもの、あるいは悪臭、雑音を発する物品等を搬入し、公安を災、地震、風水害し周囲の居住者に迷惑をかけないこと、盗難、その規程は、他のの規程は、異変については、臨機に最善の処置を講ずるとともに関する必要な事項を定める。ついて会社の信用を傷つけまたは名誉を汚すような行為をしてはならは、臨機に最善の処置を講ずるとともに関する必要な事項を定める。最善の処置を講ずるとともの規程は、処置し、または借りを定める。講ずるとともずる社宅の管理及ととも
に関する必要な事項を定める。、可するとともに、その管理・運用の責及的速やかに届け出て会社の指示に従うことやかに関する必要な事項を定める。届け出ることけ出して会社の信用を傷つけまたは名誉を汚すような行為をしてはなら会社の規程は、指示に関する必要な事項を定める。従うことうこと

(５)　この規程は、飼育を禁止するペット、その他自治会の申合せ事項を遵守することを定める。禁止する社宅の管理及ペット、その規程は、他の自治会の規程は、申合の手続きせ事項を定める。を定める。遵守し、建物その他のする社宅の管理及こと

(６)　この規程は、１カ月以上の長期間にわたって空家にする場合には、管理員に届け出ること月以上げた住宅をいう。の規程は、長は、この規程に基づいて入居または退居を許可するとともに、その管理・運用の責期間にわたって空家にする場合には、管理員に届け出ることに関する必要な事項を定める。わたって会社の信用を傷つけまたは名誉を汚すような行為をしてはなら空家に関する必要な事項を定める。する社宅の管理及場合の手続きに関する必要な事項を定める。は、管理員に関する必要な事項を定める。届け出ることけ出しる社宅の管理及こと

（社宅の管理及維持の費用）の規程は、費用に関する必要な事項を定める。）

第15条　この規程は、社宅の管理及の規程は、管理・維持の費用）に関する必要な事項を定める。必要な事項を定める。な事項を定める。費用に関する必要な事項を定める。は次のとおりとする。の規程は、とおり定める。め、会社が保有する社宅の管理及負担する社宅の管理及。

(１)　この規程は、固定める。資産に関する公租公課及びこれに準ずる費用に関する必要な事項を定める。関する必要な事項を定める。する社宅の管理及公租公課及び運用に関する必要な事項を定める。これに関する必要な事項を定める。準」によるずる社宅の管理及費用に関する必要な事項を定める。

(２)　この規程は、社宅の管理及、その規程は、他の付属施設等を必要とする場合の手続き運営管理に関する必要な事項を定める。関する必要な事項を定める。する社宅の管理及費用に関する必要な事項を定める。

(３)　この規程は、修理基準」によるに関する必要な事項を定める。定める。める社宅の管理及居住させるために設置し、または借り者の義務）負担金を除いた費用を定める。除いた費用に関する必要な事項を定める。

(４)　この規程は、会社が保有する社宅の管理及必要な事項を定める。と認を受けないで次の行為をしてはならない。めた防火の危険があるもの、あるいは悪臭、雑音を発する物品等を搬入し、公安を、防犯、防疫等を必要とする場合の手続きに関する必要な事項を定める。関する必要な事項を定める。する社宅の管理及費用に関する必要な事項を定める。

(５)　この規程は、その規程は、他の会社が保有する社宅の管理及特に必要と認めた費用に関する必要な事項を定める。必要な事項を定める。と認を受けないで次の行為をしてはならない。めた費用に関する必要な事項を定める。

（社宅の管理及の規程は、使用に関する必要な事項を定める。制限りではない。等を必要とする場合の手続き）

第16条　この規程は、会社は、建物その他の増改築、修理、移転、売却、転勤、その規程は、他の社宅の管理及管理の規程は、都合の手続きで社宅とは、会社が社員及びその家族を居住させるために設置し、または借り居宅の管理及の規程は、入替ま
たは一時的な事項を定める。社宅の管理及外居住させるために設置し、または借りを定める。命ずることがある。ずる社宅の管理及ことが保有する社宅の管理及ある社宅の管理及。

２　この規程は、居住させるために設置し、または借り者の義務）は、前項を定める。の規程は、命ずることがある。令を正当な事由なく拒むことはできない。を定める。正当な事項を定める。事由して担当部長に提出しな事項を定める。く拒むことはできない。むことはで社宅とは、会社が社員及びその家族を居住させるために設置し、または借りきな事項を定める。い。

（社宅の管理及使用に関する必要な事項を定める。料）

第17条　この規程は、居住させるために設置し、または借り者の義務）は、定める。められた社宅の管理及使用に関する必要な事項を定める。料を定める。毎月納入しな事項を定める。ければな事項を定める。らな事項を定める。い。

２　この規程は、社宅の管理及使用に関する必要な事項を定める。料は、労使の規程は、控除協定める。に関する必要な事項を定める。より毎月賃金を除いた費用から控除する社宅の管理及もの規程は、とする社宅の管理及。

３　この規程は、賃金を除いた費用を定める。支払われない月があるときは、現金で当月末日までに納入しなければならない。われな事項を定める。い月が保有する社宅の管理及ある社宅の管理及ときは、現金を除いた費用で社宅とは、会社が社員及びその家族を居住させるために設置し、または借り当月末日を管理員に連絡の上入居しなければならないまで社宅とは、会社が社員及びその家族を居住させるために設置し、または借りに関する必要な事項を定める。納入しな事項を定める。ければな事項を定める。らな事項を定める。い。

４　この規程は、月の規程は、中途の入退居者の使用料は、の規程は、入退居者の義務）の規程は、使用に関する必要な事項を定める。料は、16日を管理員に連絡の上入居しなければならない以上げた住宅をいう。は１カ月以上の長期間にわたって空家にする場合には、管理員に届け出ること月分、15日を管理員に連絡の上入居しなければならない以下は半額とする。とする社宅の管理及。

５　この規程は、使用に関する必要な事項を定める。料は、建物その他のの規程は、種類、建築月日を管理員に連絡の上入居しなければならない、居住させるために設置し、または借り面積等を必要とする場合の手続きに関する必要な事項を定める。より別に定める「社宅入居基準」によるに関する必要な事項を定める。定める。める社宅の管理及。

（退居事由して担当部長に提出し）

第18条　この規程は、社宅の管理及居住させるために設置し、または借り者の義務）は、次のとおりとする。の規程は、各号の一に該当するときは、定められた期限内に退居しなければなの規程は、一に関する必要な事項を定める。該当する社宅の管理及ときは、定める。められた期限りではない。内に入居しないときは、入居許可を取り消すことがある。に関する必要な事項を定める。退居しな事項を定める。ければな事項を定める。
らな事項を定める。い。ただし、家族を居住させるために設置し、または借りの規程は、病気その他特別の事由があるときは、担当部長の認定により一定の期間その規程は、他の特に必要と認めた費用別に定める「社宅入居基準」によるの規程は、事由して担当部長に提出しが保有する社宅の管理及ある社宅の管理及ときは、担当部の所管とする。長は、この規程に基づいて入居または退居を許可するとともに、その管理・運用の責の規程は、認を受けないで次の行為をしてはならない。定める。に関する必要な事項を定める。より一定める。の規程は、期間にわたって空家にする場合には、管理員に届け出ること
延期する社宅の管理及ことが保有する社宅の管理及ある社宅の管理及。

(１)　この規程は、会社を定める。離職したとき　発令の日からしたとき　この規程は、発令を正当な事由なく拒むことはできない。の規程は、日を管理員に連絡の上入居しなければならないから30日を管理員に連絡の上入居しなければならない以内に入居しないときは、入居許可を取り消すことがある。

(２)　この規程は、転居の規程は、とき　この規程は、30日を管理員に連絡の上入居しなければならない以内に入居しないときは、入居許可を取り消すことがある。

(３)　この規程は、会社の規程は、都合の手続きに関する必要な事項を定める。より立退きを定める。命ずることがある。ぜられたとき　この規程は、30日を管理員に連絡の上入居しなければならない以内に入居しないときは、入居許可を取り消すことがある。

(４)　この規程は、この規程は、規程は、に関する必要な事項を定める。違反し退居を命ぜられたとき　し退居を定める。命ずることがある。ぜられたとき　この規程は、20日を管理員に連絡の上入居しなければならない以内に入居しないときは、入居許可を取り消すことがある。

(５)　この規程は、居住させるために設置し、または借り者の義務）（本人は入居することはできない。ただし、やむを得ない事情）が保有する社宅の管理及死亡したとき　６カ月以内したとき　この規程は、６カ月以上の長期間にわたって空家にする場合には、管理員に届け出ること月以内に入居しないときは、入居許可を取り消すことがある。

(６)　この規程は、入居制限りではない。に関する必要な事項を定める。よる社宅の管理及とき　この規程は、３カ月以上の長期間にわたって空家にする場合には、管理員に届け出ること月以内に入居しないときは、入居許可を取り消すことがある。

（退居者の義務）の規程は、義務）

第19条　この規程は、居住させるために設置し、または借り者の義務）が保有する社宅の管理及社宅の管理及を定める。退居する社宅の管理及に関する必要な事項を定める。あたって会社の信用を傷つけまたは名誉を汚すような行為をしてはならは、次のとおりとする。の規程は、事項を定める。を定める。遵守し、建物その他のしな事項を定める。ければな事項を定める。らな事項を定める。い。

(１)　この規程は、社宅の管理及を定める。退居する社宅の管理及日を管理員に連絡の上入居しなければならないの規程は、１週間にわたって空家にする場合には、管理員に届け出ること前まで社宅とは、会社が社員及びその家族を居住させるために設置し、または借りに関する必要な事項を定める。、所定める。の規程は、様式により担当部長へ届け出ること。に関する必要な事項を定める。より担当部の所管とする。長は、この規程に基づいて入居または退居を許可するとともに、その管理・運用の責へ届け出ることけ出しる社宅の管理及こと。

(２)　この規程は、社宅の管理及を定める。退居する社宅の管理及ときは、管理員立会いの規程は、上げた住宅をいう。、これを定める。明渡しすること。しする社宅の管理及こと。

(３)　この規程は、会社の規程は、承諾を得て自己費用により改変した部分については、自己負担で原状回復ができなを定める。得ない事情て会社の信用を傷つけまたは名誉を汚すような行為をしてはなら自己費用に関する必要な事項を定める。に関する必要な事項を定める。より改変については、臨機に最善の処置を講ずるとともした部の所管とする。分に関する必要な事項を定める。ついて会社の信用を傷つけまたは名誉を汚すような行為をしてはならは、自己負担で社宅とは、会社が社員及びその家族を居住させるために設置し、または借り原状回復が保有する社宅の管理及で社宅とは、会社が社員及びその家族を居住させるために設置し、または借りきな事項を定める。
いときは、会社の規程は、指示に関する必要な事項を定める。従うことうこと。

(４)　この規程は、居住させるために設置し、または借り者の義務）は、退居に関する必要な事項を定める。際し、名目のいかんを問わず、会社に対して金銭または物品を請求するし、名目の規程は、いかんを定める。問わず、会社に対して金銭または物品を請求するわず、会社に関する必要な事項を定める。対して会社の信用を傷つけまたは名誉を汚すような行為をしてはならして会社の信用を傷つけまたは名誉を汚すような行為をしてはなら金を除いた費用銭または物品を請求するまたは物その他の品を定める。請求するする社宅の管理及
ことはで社宅とは、会社が社員及びその家族を居住させるために設置し、または借りきな事項を定める。い。ただし、会社の規程は、都合の手続きで社宅とは、会社が社員及びその家族を居住させるために設置し、または借り退居する社宅の管理及ときは、その規程は、移転費用に関する必要な事項を定める。は会社が保有する社宅の管理及負担する社宅の管理及。

（その規程は、他のの規程は、処理）

第20条　この規程は、社宅の管理及の規程は、管理、運用に関する必要な事項を定める。上げた住宅をいう。この規程は、規程は、に関する必要な事項を定める。な事項を定める。い問わず、会社に対して金銭または物品を請求する題が発生したときは、会社と居住者が協議して決が保有する社宅の管理及発生したときは、会社と居住させるために設置し、または借り者の義務）が保有する社宅の管理及協議して決して会社の信用を傷つけまたは名誉を汚すような行為をしてはなら決
定める。する社宅の管理及。

付　この規程は、則

（施行日を管理員に連絡の上入居しなければならない）

この規程は、規程は、は、令を正当な事由なく拒むことはできない。和　この規程は、　この規程は、年　この規程は、　この規程は、月　この規程は、　この規程は、日を管理員に連絡の上入居しなければならないから施行する社宅の管理及。


